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がん対策推進基本計画の見直しについて

参考３

がん対策推進基本計画の見直しについて

 がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）において 「政府は がん対策 がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）において、「政府は、がん対策
の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的
な計画を策定しなければならない」と規定されており、これに基づき、平成１
９年６月にがん対策推進基本計画が策定された９年６月にがん対策推進基本計画が策定された。

 基本法において基本計画は少なくとも５年ごとに検討を加え、必要に応じ
て変更することとされており、がん対策推進協議会の意見を聴き、見直しを
行うものである行うものである。

 また、専門的な知見を要する分野である「小児がん」、「緩和ケア」、「がん
研究」については協議会の下に専門委員会が設置され、報告書が協議会
へ提出されたへ提出された。

 今後のスケジュール（案）

２月１日 がん対策推進協議会（基本計画素案の提示）

３月１日 がん対策推進協議会（基本計画案の提示）

３～４月 パブコメ

４～５月 各省協議４～５月 各省協議

５～６月 閣議決定

がん対策推進基本計画見直しのポイント（案）がん対策推進基本計画見直しのポイント（案）

（１）全体目標に「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を追加。

がん患者やがんの経験者は身体的な痛みのみならず、不安などの心の問題、家族や周囲の人との関係、就労

や経済負担など多様な「痛み」を抱えていることから、がん患者・経験者を社会全体で支え、安心して暮らせるよう

な社会を構築するための取組を推進する。

（２）重点課題に「働く世代や小児へのがん対策の充実」を追加（２）重点課題に「働く世代や小児へのがん対策の充実」を追加。

我が国で死亡率が上昇している女性のがんへの対策、就労に関する問題への対応、働く世代の検診受診率の

向上、小児がん対策等への取組を推進する。

（３）分野別施策に主に以下を追加・修正。（３）分野別施策に主に以下を追加 修正。

①小児がん： 小児の病死原因１位である小児がんについて小児がん拠点病院（仮称）の整備、全国の中核と

なる機関のあり方の検討等の新たな取組を実施する。

②がんと診断された時からの緩和ケア： 従来の「治療の初期段階」からの緩和ケアからより早期から適切な緩② 診断された時 らの緩和ケア 従来の 治療の初期段階」 らの緩和ケア らより早期 ら適切な緩

和ケアを実施するため「がんと診断された時」からの緩和ケアへ変更。

③がんの教育・普及啓発： 国民・患者・家族等への普及啓発に加えて、子どもに対する健康教育全体の中で

がん教育のあり方を検討し、関係者の協力を得ながら子どもに対するがん教育を進める。

④がん患者の就労を含む社会的な問題： 就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解

の促進、相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構築を目指す。

⑤医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組： いわゆる「ドラッグ・ラグ」、「デバイス・ラグ」の問題に

ついては、引き続き、医薬品・医療機器を早期開発・承認等に向けた取組を着実に進める。

⑥がんの予防： 成人喫煙率の低下、受動喫煙の防止の数値目標の設定に努める。
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